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【手続補正書】
【提出日】令和2年12月21日(2020.12.21)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　バンプ電極を有する複数のチップ部品を、前記バンプ電極が形成された面の反対側から
保持して、前記バンプ電極と接続する電極を有する配線基板に転写して実装するのに用い
る転写基板であって、
ベース基板と、ベース基板上に形成され前記チップ部品を保持する接着層とを備え、
前記ベース基板に用いる材料は、ヤング率１ＧＰａ以上、軟化温度２００℃以上、熱伝導
率１Ｗ／ｍ・Ｋ以上の条件を満たし、
前記接着層は融点が２００℃以上で、反発式硬度計によって測定したリーブ硬さがベース
基板のリーブ硬さの５０％以上９０％以下である転写基板。
【請求項２】
　請求項１に記載の転写基板であって、
前記接着層としてシリコーン樹脂またはアクリル樹脂を用いる転写基板。
【請求項３】
　ダイシングされたバンプ電極を有するチップ部品を、前記バンプ電極側を保持する第１
転写基板に転写し、前記バンプ電極の反対側を保持する第２転写基板に転写してから、前
記バンプ電極と接続する電極を有する配線基板に転写して実装する実装方法であって、
前記第２転写基板として請求項１または請求項２に記載の転写基板を用い、
前記チップ部品を前記第１転写基板から前記第２転写基板に転写する段階で、前記チップ
部品の間隔を、前記配線基板への実装間隔に変更し、
前記第２転写基板の前記チップ部品を保持した面と反対側から加圧しながら加熱してから
、前記転写基板を前記チップ部品から剥離する実装方法。
【請求項４】
　前記チップ部品としてＬＥＤチップを、前記配線基板としてＴＦＴ基板を用いて、
請求項３に記載の実装方法を用いて画像表示装置を製造する、画像表示装置の製造方法
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１９
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【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１９】
　上記の課題を解決するために、請求項１に記載の発明は、バンプ電極を有する複数のチ
ップ部品を、前記バンプ電極が形成された面の反対側から保持して、前記バンプ電極と接
続する電極を有する配線基板に転写して実装するのに用いる転写基板であって、ベース基
板と、ベース基板上に形成され前記チップ部品を保持する接着層とを備え、前記ベース基
板に用いる材料は、ヤング率１ＧＰａ以上、軟化温度２００℃以上、熱伝導率１Ｗ／ｍ・
Ｋ以上の条件を満たし、前記接着層は融点が２００℃以上で、反発式硬度計によって測定
したリーブ硬さがベース基板のリーブ硬さの５０％以上９０％以下である転写基板である
。
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